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第４３９回（定例）福崎町議会会議録 

平成２３年６月１０日（金） 

午前９時３０分  開  会 

 

  １．平成２３年６月１０日、第４３９回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。 

 

  １．出席議員    １３名 

      １番  北 山 孝 彦       ９番  宮 内 富 夫 

      ２番  牛 尾 雅 一      １０番  釜 坂 道 弘 

      ３番  石 野 光 市      １１番  東 森 修 一 

      ４番  小 林  博      １２番  冨 田 昭 市 

      ５番  志 水 正 幸      １３番  広 岡 史 郎 

      ６番  福 永 繁 一      １６番  松 岡 秀 人 

 

      ８番  難 波 靖 通 

 

  １．欠席議員     ２名 

     １４番  吉 識 定 和      １５番  高 井 國 年 

 

  １．事務局より出席した職員 

    事 務 局 長  中 塚 保 彦  主 査  吉 識 功 二 

 

  １．説明のため出席した職員 

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  中 島  勉 

    会 計 管 理 者  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

    企 画 財 政 課 長  近 藤 博 之  税 務 課 長  山 口 省 五 

    住 民 生 活 課 長  松 岡 英 二  健 康 福 祉 課 長  高 松 伸 一 

    ま ち づ く り 課 長  志 水 利 雄  産 業 課 長  井 上 茂 樹 

    下 水 道 課 長  山 本 欽 也  水 道 課 長  長 澤 茂 弘 

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  後 藤 守 芳 

 

    代 表 監 査 委 員  城 谷  章 

 

  １．議事日程 

    第 １ 会議録署名議員の指名 

    第 ２ 会期の決定 

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 議案の上程・議案説明 

 

  １．本日の会議に付した事件 

     日程第 １ 会議録署名議員の指名 

     日程第 ２ 会期の決定 

     日程第 ３ 諸報告 

     日程第 ４ 議案の上程・議案説明 
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  １．議案件名 

    報告第 ４号 平成２２年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会事業報告について 

    報告第 ５号 平成２２年度兵庫県町土地開発公社事業報告について 

    報告第 ６号 平成２２年度福崎町一般会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書の報 

           告について 

    報告第 ７号 平成２２年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費にかかる 

           繰越計算書の報告について 

    報告第 ８号 平成２２年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

    議案第３６号 福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    議案第３７号 福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

    議案第３８号 福崎町職員の互助共済制度に関する条例の制定について 

    議案第３９号 福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい 

           て 

    議案第４０号 平成２２年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について 

    議案第４１号 平成２２年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定について 

    議案第４２号 平成２２年度福崎町水道事業剰余金処分について 

    議案第４３号 共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起について 

    議案第４４号 福崎町道路線の廃止及び認定について 

    議案第４５号 福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）の建設工事委託 

           に関する基本協定の締結について 

    議案第４６号 工事請負契約について 

    議案第４７号 工事請負契約について 

    議案第４８号 工事請負契約について 

    議案第４９号 工事請負契約について 

    議案第５０号 工事請負契約について 

    発議第 １号 農業委員の推薦について 

 

  １．開会及び開議 

 

議 長 皆さん、おはようございます。 

       第４３９回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。 

       木々の緑もようやく深くなり、青葉さわやかな初夏を迎えました。 

       本日ここに第４３９回福崎町議会定例会が招集されましたところ、議員の皆様

にはご健勝にて早朝からご参集を賜り、定刻に開会できますこと、まことにあり

がとうございます。 

       さて、今期定例会に付議されます案件は、報告第４号から第８号までの５件、

議案第３６号から第５０号までの１５件及び議員提案１件の計２１件が予定さ

れております。 

       何とぞ、議員各位には格別のご精励を賜り、慎重審議の上、適正妥当なる結論

づけが得られますようお願いを申し上げますとともに、議事の円滑なる運営につ

きましても格別のご協力をお願い申し上げまして、本定例会の開会のあいさつと

いたします。 

       ただいまの出席議員数は１３名でございます。 

       定足数に達しております。 

       よって、第４３９回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。 
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       なお、本日の議会に吉識議員と高井議員が欠席という届け出が出ておりますの

で、報告しておきます。 

       日程に入ります前に、議案差しかえの申し出がありますので、許可いたします。 

       差しかえ議案を配付いたしますので、暫時休憩いたします。 

◇ 

休憩 午前９時３１分 

再開 午前９時３２分 

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

総 務 課 長 議案第４４号の、１ページの部分の差しかえをお願いするものであります。 

       訂正の箇所は、題名の部分が「道路線の廃止及び認定」としており、本文が「

認定及び廃止」となっていたものを、一致させるものでございます。 

       差しかえさせていただき、おわびを申し上げます。 

議 長 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。 

       会議録署名議員の指名は、会議規則第１２０条の規定により議長が指名いたし

ます。 

        ３番、石野光市議員 

       １０番、釜坂道弘議員 

       以上の両君にお願いいたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

議 長 日程第２は、会期の決定であります。 

       会期の決定の件を議題といたします。 

       去る６月３日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、既

に皆さんのお手元にお渡ししております日程表案のとおり、本日から６月２２日

までの１３日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長 ご異議なしと認めます。 

       よって、会期は本日から６月２２日までの１３日間といたします。 

 

日程第３ 諸報告 

 

議 長 日程第３は、諸報告であります。 

       第４３８回臨時議会閉会後、本日までの主要事項について別紙配付のとおり報

告いたしますので、よろしくお願いいたします。 

       また、例月出納検査の報告書及び、陳情書が議長あてに提出されております。

その写しを配付しておりますので、ごらんいただければ幸いと存じます。 

 

日程第４ 議案の上程・議案説明 

 

議 長 日程第４は、議案の上程であります。 
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       これから報告第４号、平成２２年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会事業報告

についてから、発議第１号、農業委員の推薦についてまでの２１件を一括議題と

いたします。 

       これから町長提案の議案に対する上程理由の説明を求めてまいります。 

町 長 おはようございます。 

       第４３９回福崎町議会定例会にご出席いただきまして、ありがとうございます。 

       ３月１１日の大地震によって津波が発生し、大きな被害をもたらしました。 

さらに、地震と津波は福島の原子力発電所を直撃し、この被害は進行中であり、

終息のめどさえたっていません。今議会は、大地震から復興・復旧の願いと、原

発事故の終息を祈る中で開かれています。 

       ところで、こうした大きな事件があるときは、その対応をめぐっていろいろな

動きが企画されることは歴史の示すところであります。私は１９２３年の関東大

震災の事例はきっと参考になると思い、歴史年表を調べてみました。 

関東大震災は１９２３年（大正１２年）９月１日に発生し、死者約９万９，０

００人、被災世帯６９万世帯という大きなものでありました。当時の指導者は、

復興・復旧をめざして、海外への領土拡大や権益の拡大に熱心に取り組みました。

国内にあっては、海外進出の施策を実行するために自由と民主主義に干渉し、制

限を加えるようになりました。当時は大正デモクラシーの高揚もありましたが、

こうした動きには執拗な働きかけを行いました。 

やがて、この動きは満州事変、日中戦争へと進み、１９４０年には政党を解体

し、大政翼賛会を結成し、第二次世界大戦に突き進んで行きました。 

       今日の状況は、地震だけでなく、経済的にも当時と似たところがあります。１

９２３年から６年たった１９２９年に世界大恐慌が起きています。１００年ぶり

の経済危機と言われるリーマン・ショックが起こったのは３年前の２００８年で

ありました。今日の状況は当時の状況とよく似ているように思えてなりません。 

 このような状況のとき、何を守り、何を大切にしなければならないのでしょう

か。今こそ自分の生活をしっかりと見つめ、いのち、くらし、人権を大切にして

いかなければなりません。 

       私は町制５５周年記念式典の式辞の中で、次のように述べました。 

「このような状態の中にあって、福崎町のまちづくりはどのように進めていけ

ばいいのでしょうか。私は次の３点を重視し、まちづくりを進めてまいります。 

       第一は、科学の目を大切にするまちづくりを進めることです。 

私たちは、この１００年の間に二つの神話が崩壊することを体験いたしました。 

その一つは、「日本は神の国なので、戦争には絶対に負けない」という神話で

あります。多くの国民がこの神話を信じて戦いに赴き、尊いいのちを失いました。

神話はもろくも崩れ去り、１９４５年８月１５日に全面降伏いたしました。 

もう一つの神話は、「原子力エネルギーはクリーンだ」という神話です。原子

力発電所は頑丈につくられているので事故は発生しないと言われてきました。過

去の津波の経験も踏まえて対策をしないと大変な事故になる、という忠告にも耳

を傾けませんでした。結果は連日報道されているとおりで、この神話も崩れたの

であります。 

この現実から学ぶことは何でしょうか。それは、一人ひとりが科学の目を持つ

ことであります。科学の目とは、ものごとを絶対視して一方だけから見るのでな

く、角度を変えて多面的に見ることであります。科学の目を持って毎日の生活を

見つめ、福崎町を観察し、現状分析をしっかりと行い、計画を立てて実行する町

でありたいのであります。 
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       二つ目は、地方自治を守り、自主、自律（立）のまちづくりを進めることであ

ります。 

地方自治は憲法五原則の一つであります。これまでも、柳田國男さんの「村は

住む人のほんの僅かな氣持から、美しくもまづくもなるものだといふことを、考

へるような機會が私には多かった」という言葉を借用して、自主、自律（立）の

まちづくりを提唱してまいりました。 

しかし、今日のように、新自由主義の立場から政治や経済が進められるように

なりますと、「住民の福祉の増進を図る」という地方自治の基本をしっかりと守

らなければなりません。力や権力を持つ側から自主、自律（立）を強く押し出す

と、力のある人はますます強くなり、力のない人はますます弱くなる弱肉強食の

社会になることを経験いたしました。自助、自律（立）は共助、公助のバランス

を大切にしてこそ力を発揮するものです。町は、町民のいのち、くらし、人権を

守るとりでとして進んでまいります。 

       第三は、健康で活力あるまちづくりを進めることであります。 

平成１７年に食育基本法が制定されました。この主旨を生かすため、昨年度に

福崎町食育推進計画を策定いたしました。 

人はだれでも食べることで生きています。この毎日繰り返す行為を、ただ漫然

と無関心で過ごすのか、そこに意義を見出し工夫するのかは、人間形成、家庭づ

くり、まちづくりに大きく影響すると考えられます。人間は豊かな食事のために、

栽培や加工を工夫し、料理を向上させ、料理を囲んでの食文化を開花させてきま

した。 

食育を大切にすることは、第一次産業を初めとする地場産業を活性化すること

になり、町民を健康にし、福崎町を健康にすることに発展してまいります。本年

を食育元年と位置づけ、食育推進計画の実行に全力を傾注したいと考えておりま

す」と述べたのであります。この思いは今も変わっていません。 

原発制御の取り組みを急いでほしいですし、復興・復旧の取り組みも被災地と

被災者の立場に立って、急いで進めてほしいと願っています。 

しかし、急ぐ余りに被災者や国民のいのち、くらし、人権をないがしろにする

施策が進行しないよう、注意していかなければなりません。 

       ５月に入って地方自治法が改正されました。これからも復興基本法、復興・復

旧対策とそれを支える財源をどうするか、医療・年金等の社会保障等、重要な取

り組みが待ち受けています。６月議会はそのような中で開かれます。議会も町も、

町民の期待に応える町政を進めるため、努力していかなければなりません。今議

会、よろしくお願いを申し上げます。 

       さて、今議会に提案しております件数は、報告５件、議案１５件の計２０件で

あります。それぞれの議案につきましては、副町長及び担当課長が説明を行いま

すので、十分ご審議の上、ご賛同賜りますよう、お願いを申し上げます。 

       次に、各課の取り組みについて申し上げます。 

       総務課についてでありますが、３月１１日に発生した東日本大震災に対しまし

ては、それぞれの常任委員会で報告いたしましたように、人的、物的、経済的な

支援を行っています。今後もできる限りの支援をしてまいります。 

       選挙事務についてでありますが、福崎町長選挙及び福崎町議会議員補欠選挙執

行予定日については、選挙管理委員会で１２月４日と決定いたしました。選挙人

名簿の平時登録者数は、６月１日の基準日現在、男子７，３３８人、女子８，０

６２人、計１万５，４００人となります。前回の３月基準日より５人の減となっ

ております。 
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       税務課でありますが、平成２３年度住民税の特別徴収納税通知書を５月９日に

１，６６３事業所へ、軽自動車８，４５４台の納税通知書は５月１１日にそれぞ

れ発送いたしました。平成２３年度税等の集合徴収納税通知書及び介護保険料納

入通知書は６月１６日に、後期高齢者医療保険料の納入通知書は７月１５日に発

送すべく準備を進めております。 

       徴収対策については、５月１７日から１９日までの間を重点期間として、課員

全員で夜間徴収を行いました。また、滞納整理対策委員会では、５月１１日、１

２日の２日間、関係課による合同徴収を行いました。本年も税法、債権管理条例

等に基づき、徴収対策を進めてまいります。 

       住民生活課でありますが、平成２３年度福崎町消防団操法大会につきましては、

５月１５日、福崎東中学校において実施しました。３２分団による熱戦が繰り広

げられ、自動車ポンプの部は新町分団が優勝、小型動力ポンプは庄分団が優勝、

準優勝が福田分団、３位が大門分団でした。新町分団と庄分団、福田分団は、来

る６月２６日に田原小学校で開催されます神崎郡消防操法大会に、福崎町代表と

して参加いたします。 

       平成２３年度水防訓練については、６月１９日、長目の市川河川敷において行

います。この訓練は２年に１度実施し、出水期を迎える時期に住民を災害から守

るため、福崎町消防団と町職員合同で行うものであります。 

       健康福祉課についてですが、保健事業は特定・基本健康診査・がん検診を６月

６日から実施し、８月１０日まで、日曜日を含み１３日間実施します。今年度は

胃の健康状態を調べるため、ピロリ菌抗体検査等を取り入れます。町では受診率

の向上を目指し、多くの町民の方に受診していただき、重症化を予防して医療費

の抑制につなげていきたいと考えております。 

       食育の推進については計画概要版を作成し、５月中に全戸配布しＰＲに努めま

した。また、計画を推進するため食育推進委員会を設置し、６月３０日に第１回

の会議を予定しております。 

       介護保険事業では、２４年度からの第５期事業計画策定に向け、高齢者のニー

ズを把握するため、６５歳以上の方全員に健康状態等のアンケート調査を実施し、

希望者には個人ごとにアドバイス表を作成する予定であります。 

       産業課についてであります。町制５５周年記念事業のサルビア田園アートは、

ＮＰＯ法人の指導を受けながら６月２５日に青白系のサルビア約１万本、７月２

日は赤のサルビア約２万本の移植を予定しており、各種団体や町民の皆さんの参

加を呼びかけています。 

       平成２３年度松くい虫航空防除事業を５月３１日に実施しました。第２回目は

６月２１日の予定であります。 

       本年も、福崎町商工会はなっ得商品券を７月１日から販売します。福崎町での

消費拡大と地域商業の活性化を図ってまいりたいと考えております。 

       まちづくり課についてでありますが、都市計画道路中島井ノ口線新設事業は擁

壁、水路工事がほぼ完成し、道路の形がはっきりわかるようになりました。今後、

舗装工事の実施に向けた作業を進め、さらなる事業の進捗を図ってまいります。 

       ＪＲ福崎駅周辺整備は、町の玄関口にふさわしい整備を進めるため、駅前広場

の規模や必要な機能の検討、周辺道路の整備に向けた計画策定を進めています。

今後は関係機関との調整や地域住民の理解を得ながら、早期事業着手に向けた取

り組みを強化してまいります。 

       福崎駅へのアクセス道路である町道整備は、福伸電機本社工場の一部について

予定どおり撤去が進み、現在、工事の発注に向け事務を進めております。 
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       また、西治ほ場整備関連の町道西治長野線道路改良事業は、さらに進捗を図る

ため、県河川西谷川に架橋する橋梁上部工の着手に向け取り組んでまいります。 

       県道三木宍粟線の道路整備は、鴻ノ池付近から東側、第２工区について地元と

工法等を協議し、設計がほぼ固まりました。その設計をもとに、６月２５日に地

権者を対象として説明会を開催し、その後本格的な用地交渉に入る予定です。地

権者を初めとする関係者のご理解とご協力を得ながら、早期完成に向け県と協議

して事業促進を図ってまいります。 

       下水道課についてでありますが、福崎浄化センターについては面整備の拡大と

ともに接続件数が約２，８００件となり、引き続き順調な運転と良好な水質を得

ています。 

また、田原汚水中継ポンプ場の建設工事は地上構造物の構築がほぼ完成し、機

械設備・電気設備設置工事を進めております。下水道面整備事業については、中

島地区の面整備工事は予算を繰り越しし、引き続き進めています。 

       山崎地区第５工区及び中島地区マンホールポンプの工事については５月から事

業に着手し、鋭意工事を進めております。 

       また、今後の西光寺地区及び八反田東地区下水道面整備工事は、本会議の承認

を得て工事を進めてまいります。舗装本復旧工事では、本年度予定しております

東大貫中島線の一部及び、八反田西地区の整備に向け準備を進めております。 

       雨水幹線整備事業については、ヤゴ雨水幹線工事は５月に完了しました。川す

そ雨水幹線渠工事は予算を繰り越しし、７月末完成に向け工事を進めているとこ

ろでございます。 

       出納室については、５月３１日をもって平成２２年度の出納を閉鎖し、決算書

並びに決算報告書の調製を行っています。また各課の庁用備品購入の一括購入見

積書を物品登録業者から徴収し、関係課と調整中であります。 

       学校教育課についてでありますが、（仮称）田原幼児園の建設工事については、

保育ニーズの多様化及び地域子育て支援機能の充実に対応する、本町２例目の幼

保一体化施設として本議会の承認を得て進めてまいります。 

       中学校の修学旅行については、東日本大地震の影響で行き先を東京から沖縄へ

変更し、各中学校は５月１８日及び１９日に無事帰着いたしました。 

       トライやる・ウイークについては町内の７３事業所等の協力を得て、６月６日

から６月１０日まで実施しています。中学２年生の生徒が地域の人と交流しなが

ら社会体験をする中で、生きる力の育成につながる経験ができたものと考えてお

ります。 

       社会教育課についてでありますが、第２９回福崎町美術展が５月２０日から２

２日の３日間開催されました。洋画、日本画、書、彫塑工芸、写真の５部門に、

１９４作品の応募があり、２２日には表彰式を文化センター大ホールで実施いた

しました。 

       柳田國男５０年祭については、８月６日、７日開催に向けて、全国の図書館や

博物館へポスターやチラシを配布するなど、柳田國男生誕地・福崎町を発信して

います。 

       また、人情喜劇の脚本もでき上がり、６月下旬から町民を交えた劇団の練習が

始まっております。 

       東広畑古墳については出土品、装飾付大刀の保存処理が完了し、歴史民俗資料

館の企画展で５月末まで展示いたしました。大刀については引き続き展示を継続

しております。 

       兵庫県重要文化財であり、町の文化ゾーンのシンボルとして位置づけた県指定
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文化財三木家住宅保存修理は、今年度からいよいよ主屋部分に入り、本議会の承

認を得て進めてまいります。 

       柳田國男・松岡家顕彰会は３月３１日をもって解散し、４月１日から福崎町立

柳田國男・松岡家記念館として町が管理運営を引き続き行ってまいります。住民

に愛される施設となるように、事業を取り組んでまいりたいと考えております。 

       水道課についてでありますが、４月２６日に山崎配水池送水管移設工事、５月

３１日に下水道工事に伴う配水管移設工事（八反田東地区）の入札を行い、水道

管の入れかえ工事等を進めています。 

       また、６月１日からの水道週間に合わせ、１日に福崎町管工事業協同組合によ

る技術講習会を行い、町内業者の技術向上を図ってまいりました。 

       以上で、報告とあいさつを終わらせていただきたいと思います。本議会、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

議 長 ただいま、上程議案に対する町長の大要の説明が終わりました。 

       これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で朗読及び説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知をお願いい

たします。 

       まず報告第４号、平成２２年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会事業報告につ

いて、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

社会教育課長 報告第４号、平成２２年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会の事業報告につい

て、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告いたします。 

       顕彰会は昨年５月の理事会において、寄附行為の改正により本年３月３１日を

もって解散することを決定し、２２年度は財団の本来の事業を進めるとともに、

解散に向け、清算の準備を進めてまいりました。 

       １ページをお開きください。 

       平成２２年度の事業概要でございます。朗読させていただきます。 

       平成２２年度事業報告について、事業概要。 

       平成２２年度の主な事業としましては、８月８日に第３１回山桃忌を開催し、

講師に名古屋大学大学院環境学研究科教授の川田稔氏をお迎えし、「柳田國男の

思想と日本の将来～環境の問題を中心に」と題し、講演会を実施いたしました。

その内容は１１月発行の顕彰会会報「辻川界隈」で紹介しました。この講演を初

め、本年度は講演会を５回開催しました。 

       展覧会としましては、企画展を２回、特別展を１回実施しました。 

       また、１１月には伊勢大神楽講社の加藤菊太夫組による「伊勢大神楽」を、１

２月に版画家の岩田健三郎氏による年賀状作成版画教室を開催しました。 

       その他の事業としましては、記念館新聞の毎月発行、１０月にはトライやる・

ウイークの受け入れをしました。 

       記念館施設の維持管理として、１月に女子トイレの壁面タイル改修工事並びに

６月と１２月に消防用設備機器点検を実施し、その点検結果をもとに、消防設備

誘導灯のバッテリーを取りかえました。 

       財団法人柳田國男・松岡家顕彰会は、平成２３年３月３１日をもって解散する

ため、本年度の会員募集を取りやめました。 

       社会教育課資料１ページ、２ページに、平成２２年度事業の詳細について示し

ておりますので、お目通しいただきたいと思います。 
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       報告書２ページをお開きください。 

       平成２２年度記念館入館者数及び入館料月別明細表でございます。上の表が月

別明細表でございます。年間合計で入館者数は４，０６５人、入館料は５５万３，

６７０円です。下の表が過去５年間の入館者数及び入館料の推移となっておりま

す。各種事業に取り組みましたが、入館料、入館者数とも３年連続の減となって

おります。 

       ３ページをお開きください。 

       平成２２年度会計決算書でございます。 

       ４ページをお開きください。 

       収入の部でございます。決算額の説明をいたします。 

       財産収入４万５，９３０円は、定期預金利子、普通預金利子、出資金配当金の

合計です。定期預金利子は、基金２，５００万円の利子となっております。 

寄附金収入２万２，０００円は、山桃忌のお供え分でございます。 

町の補助金は人件費や光熱水費等、清算に係る諸費用５０万円を含めまして３

５０万円です。 

入館料収入５５万３，６７０円は、先ほど説明したとおりでございます。 

会費収入では、当初予算で計上はいたしましたが、５月の理事会で会員制度の

廃止を決定したため、ゼロとなりました。 

雑入４万９，２２６円は、書籍等販売代金他でございます。当期収入合計が４

１７万８２６円、前期繰越額が３１万６，８００円、収入合計で４４８万７，６

２６円でございます。 

       ５ページをお開きください。 

       支出の部でございます。収入において会員制度を廃止することとしたため会費

収入が見込めなくなり、法人費、事業費とも経費の節減に努めました。 

まず法人費でございます。法人費は顕彰会の管理に要したもので、合計で２５

５万９，０４４円です。 

内訳といたしまして、会議費３万円は、理事会賄費他でございます。 

需用費１０３万５，１８５円のうち、消耗品費２３万４，５４７円は事務用消

耗器材費、食糧費９，２６８円は講師や来客のお茶代他となっております。印刷

製本費６，１２３円は写真の焼き増し代でございます。光熱水費７８万５，２４

７円は電気代、上下水道料金です。 

役務費２３万８７９円のうち、通信運搬費の１４万６，９７４円は郵便料、電

話料金です。手数料２万６，８６０円は山桃忌講演の反訳、銀行の残高証明発行

手数料等で、保険料５万７，０４５円は記念館・生家・収蔵品の火災保険料とな

っております。 

使用料及び賃借料３万７，９８０円は会場器具等借上料で、清掃用具やＮＨＫ

の受信料です。 

備品購入費３万９，９００円は映丘画稿用の額縁を購入いたしました。 

人件費１０３万５００円はアルバイト賃金他です。 

旅費１５万４，６００円は理事の費用弁償や旅費となっております。 

       ６ページをお開きください。 

       事業費は合計で１２５万６，３５７円となっております。 

委託料５５万４，９６５円は警備保障、山桃忌前夜祭、変更登記、決算書作成、

消防設備点検他となっております。 

工事請負費２万５，２００円は諸施設費で、消防設備点検の指摘により消防設

備誘導灯バッテリーを取りかえています。 
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修繕費１２万６，０００円は女子トイレのタイル壁がはがれておりましたので、

改修工事をいたしております。 

負担金３万８，０００円は各種協会費でございます。 

交際費９万４，１０２円は慶弔費、また松岡家親族への贈答品費他でございま

す。 

報償費２７万８，４４０円は各講演の講師謝礼他です。 

会報費１３万９，６５０円は会報「辻川界隈」第７号の印刷代でございます。 

       以上、当期支出合計は３８１万５，４０１円です。当期収支差額は３５万５，

４２５円、次期繰越額は６７万２，２２５円で、平成２３年度に繰り越しとなり、

清算諸費として使われます。 

       ７ページをお開きください。 

       貸借対照表でございます。当該年度における財務状態をあらわしております。 

まず、資産の部です。流動資産は普通預金、たな卸資産で、合計９７万７，０

７５円です。 

固定資産は有形固定資産、無形固定資産、投資等からなり、有形固定資産は建

物から模型で、合計２，８３５万７，８６４円です。 

無形固定資産は電話加入権の５万８，２５３円です。 

投資等は出捐金の定期預金と出資金の合計で、２，５０２万円です。 

固定資産合計で５，３４３万６，１１７円、流動資産の９７万７，０７５円を

足しまして、資産合計５，４４１万３，１９２円となっています。 

流動負債といたしまして、平成２２年度中の未払金の電気代、上下水道代他で

９万７，２４６円、負債合計が９万７，２４６円となります。 

正味財産の部としましては、合計で５，４３１万５，９４６円となります。な

お、負債合計９万７，２４６円と正味財産合計５，４３１万５，９４６円が貸方

で、借方の資産合計５，４４１万３，１９２円と同額になります。 

       ８ページをお開きください。 

       財産目録でございます。貸借対照表の内訳明細でございます。お目通しいただ

けたらと思います。 

       ９ページをお開きください。 

       正味財産増減計算書です。正味財産がその年度中にどのように増加または減少

したかを示し、期末の正味財産額をあらわしていますので、お目通しください。 

       １０ページをお開きください。 

       計算書類に対する注記です。会計方針、基本財産の増減、次期繰越収支差額、

固定資産の取得価額、減価償却累計を示しておりますので、お目通しください。 

       １１ページをお開きください。 

       監査報告書でございます。５月１８日に監事３名の方に監査を受けております。 

       社会教育課資料３ページをお開きください。 

       顕彰会では、平成２３年３月３１日の期間の満了をもって解散し、その残余財

産を福崎町へ寄附することといたしましたので、当財団の主務官庁であります兵

庫県教育委員会へ３月３日付で残余財産処分許可申請書を提出いたしました。資

料左側です。その結果、資料右側の許可書を３月９日付でいただき、現在、清算

事務を進めているところでございます。 

４ページに清算事務についての内容を添付いたしております。当財団は新しい

法律の施行によりまして、特例民法法人として活動していましたが、解散するこ

とが決定し、解散の手続は施行前の民法を適用することとなります。解散した法

人は本来の事業活動はできませんが、民法第７３条に「解散した法人は清算の目
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的の範囲内で能力を有する」とありまして、民法第７４条の規定により、理事全

員が清算人に就任されております。右側に名簿をつけております。また民法第７

９条の規定により、債権の申出の催告を官報にて実施し、２カ月間の催告申出期

間を設けておりますので、事務が順調に進めば７月中には清算の結了を迎えるこ

とができる予定です。 

       以上、報告第４号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議 長 次、報告第５号、平成２２年度兵庫県町土地開発公社事業報告について、及び

報告第６号、平成２２年度福崎町一般会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書の

報告についての両案を事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます 

企画財政課長 まず、報告第５号について、ご説明申し上げます。 

       兵庫県町土地開発公社は、県下の１２町が出資している地方自治法第２２１条

第３項に該当する法人です。したがいまして、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定に基づき、その事業報告等をさせていただくものでございます。 

       それでは、報告書の１ページをお開き願います。 

       まず、平成２２年度における事業の概況でありますが、土地の取得は２ページ

上段にお示ししておりますとおり、播磨町からの委託１件で、面積４，６８２平

方メートル、金額で２億３，１５１万円であります。一方、土地の処分は２ペー

ジ下段に一覧表をお示ししておりますとおりで、処分に該当するものは、平成２

２年度買戻額欄に、元金相当額があるものとなります。件数で４件、金額では１

億８，４３５万５，０００円、このうち平成２２年度で処分が完了した土地は１

件で、金額３，１００万円となりました。この結果、兵庫県町土地開発公社の平

成２２年度末土地現在額は、４件で５億４，８９２万１，０００円となっており

ます。 

       それでは、３ページからの財務の概況をご説明申し上げます。 

       まず、予算執行実績でありますが、収益的収入及び支出の収入は、事業収益で

は一般事業売却収益が２町からの元金利子相当分で１億９，３７０万９，１２０

円、事務費収益が受託１町からの１１５万７，５５０円であります。 

事業外収益では、基本財産利息が１２町からの出資金に対する利息で４万２，

３８０円、預金利息はそれ以外の預金に係る利息で３万８６５円、合計７万３，

２４５円となりまして、収益的収入合計は１億９，４９３万９，９１５円であり

ます。 

       次に４ページの支出でありますが、事業原価は一般土地売却原価が２町分の元

金利子合計１億９，３７０万９，１２０円、販売費及び一般管理費は旅費、交際

費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金並びに町村会への事務委託料で、合

計１２６万５，４６３円となりまして、収益的支出合計は１億９，４９７万４，

５８３円です。この結果、当期純利益は３万４，６６８円の損失となりました。 

       次のページの資本的収入及び支出の収入につきましては、一般土地借入金で本

年度の受託１件分２億３，１５１万円であります。 

支出は、一般土地取得費が受託１件分の２億３，１５１万円、長期借入金返還

金の一般事業償還金が２町４件分の元金１億８，４３５万５，０００円となりま

して、資本的支出合計は４億１，５８６万５，０００円となっております。 

       次に、６ページの借入金の概要では期末残高が土地現在額と同額となりまして、

５億４，８９２万１，０００円でございます。 
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       監査の実施状況につきましては、決算監査を平成２２年４月２３日に行ってお

ります。 

       一般庶務事項につきましては、８ページの下段をごらんください。 

       役員の異動でありますが、専務理事が定年退職に伴い平成２３年３月３１日辞

任いたしました。なお、後任につきましては、平成２３年４月２６日の理事会で

承認され、就任しております。 

       次に１０ページをお開きください。 

       １０ページからは、平成２２年度の計算書類をお示ししております。１０ペー

ジは損益計算書、１１ページは貸借対照表、１２ページにつきましてはキャッシ

ュフロー計算書、１３ページは財産目録をお示ししております。１４ページ、１

５ページには附属明細表をそれぞれお示ししておりますので、後ほどお目通しい

ただきたいと思います。１６ページは監査報告書でありますが、４月２２日に２

名の監事に監査を受けております。また、次のページからは平成２３年度の事業

計画及び資金計画をお示ししておりますので、それぞれお目通しください。 

       以上、平成２２年度兵庫県町土地開発公社に関する報告とさせていただきます。 

       続きまして、報告第６号につきましてご説明申し上げます。 

       この報告は、３月議会で議決をいただきました平成２２年度一般会計予算の繰

越明許費について、繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により報告させていただくものです。 

       次のページをお開き願います。 

       繰越明許費繰越額は、款、総務費、項、総務管理費の防犯灯設置事業１００万

円から、次の次のページ、款、教育費、項、社会教育費の町立図書館図書購入事

業４００万円までの、合計２億６，２４２万円で、繰越明許費予算の全額でござ

います。 

       企画財政課資料１ページに、繰越明許費に係る事業内容と財源内訳をお示しし

ておりますので、資料をお開きください。 

       繰越事業は１４事業でございます。道路改良事業は、道路橋梁費の中島井ノ口

線、西治長野線、北野加治谷線の３事業で合計２億２，５３２万円、きめ細かな

交付金充当事業は、防犯灯設置事業、保育所施設改修事業、保健センター施設改

修事業、観光案内板等整備事業、道路照明整備事業、小学校並びに幼稚園施設改

修事業の７事業で合計２，０３０万円、住民生活に光をそそぐ交付金充当事業は、

生活科学センター改修事業、小学校並びに中学校の図書室整備事業、町立図書館

図書購入事業の４事業で合計１，６８０万円であります。 

繰越財源としましては、未収入特定財源の国庫支出金は、道路事業に係る補助

金及び交付金が１億１，３５７万６，０００円、きめ細かな交付金が１，３４３

万２，０００円、住民生活に光をそそぐ交付金が１，５７８万２，０００円、合

計１億４，２７９万円であります。その他の未収入特定財源は、道路事業に係る

地方債が１億９４０万円でありまして、差し引きの一般財源は１，０２３万円と

なります。この１，０２３万円につきましては、繰越明許費繰越金として翌年度

に繰り越ししております。 

       以上、報告第６号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議 長 次、報告第７号、平成２２年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費

にかかる繰越計算書の報告について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます 
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下 水 道 課 長 報告第７号、平成２２年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費にか

かる繰越計算書の報告について、ご説明申し上げます。 

       この報告は、３月議会で議決をいただきました平成２２年度福崎町公共下水道

事業特別会計予算の繰越明許費にかかる繰越計算書ができましたので、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものです。 

       次のページをお開き願います。 

       平成２２年度福崎町公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費に係る繰越額は、

２款、下水道事業費、公共下水道事業３億７，５８３万７，０００円の全額を繰

り越しするもので、財源の内訳は、既収入特定財源の受益者負担金等が１，５８

８万７，０００円、国・県支出金が１億７，１７０万円、その他地方債が１億８，

５５０万円、及び一般財源が２７５万円です。繰越額の内訳につきましては、公

共下水道で田原汚水中継ポンプ場、福崎浄化センター３、４系建設工事等にあて

る事業費１億７，４２３万５，０００円、特定環境保全公共下水道で中島地区下

水道面整備工事等にあてる事業１億４，５２５万２，０００円、浸水対策下水道

で川すそ雨水幹線、ヤゴ雨水幹線工事等にあてる事業費５，６３５万円となって

おります。下水道課資料１ページに、繰り越しました契約済みの工事の箇所図を

添付しておりますので、あわせてごらんください。 

       以上、報告第７号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議 長 それでは、しばらく休憩いたします。再開は１０時５０分といたします。 

◇ 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時５０分 

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

       次、報告第８号、平成２２年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

水 道 課 長 報告第８号、平成２２年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告について、

ご説明申し上げます。 

       次のページの繰越計算書をごらんください。 

       地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による建設改良費の繰越額で、

この事業は、下水道事業に伴う配水管移設工事中島第１工区、第２工区及び山崎

配水池整備事業進入路工事、並びに中島井ノ口線配水管新設工事第２工区、以上

４件の工事費を繰り越すものでございます。繰り越しとなった理由は、年度内の

工事完成を目指しておりましたが、下水道工事との併設工事及び年度末入札のた

め年度内完成が不可能となり、繰り越すものでございます。位置図等につきまし

ては水道課資料２６ページにお示ししております。 

事業費といたしましては７，４２５万６，０００円が予算計上額でございます。

そして、支払い義務の発生額として平成２２年度の出来高が２，２２０万円とい

うことです。したがいまして、翌年度繰り越しとなった額が５，２０５万６，０

００円でございます。この財源の内訳といたしましては、公共下水道事業特別会

計からの工事負担金及び一般財源となっております。 

以上、報告第８号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議 長 次、議案第３６号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任について、及び
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議案第３７号、福崎町固定資産評価審査委員会委員の選任についての両案を事務

局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両案に対する詳細なる説明を副町長から求め

ます。 

副 町 長 議案第３６号及び議案第３７号について、ご説明いたします。 

       固定資産評価審査委員会委員の選任は、地方税法第４２３条に基づくものであ

り、町の住民、町税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験を有す

る者のうちから、議会の同意を得て町長が選任するものと定められています。委

員の定数は３名で、任期は３年であります。 

固定資産評価審査委員会は、地方自治法第１８０条の５で市町村に設置しなけ

ればならない執行機関であります。その職務につきましては、固定資産課税台帳

に登録された評価額に対する不服申し立てがあった場合に、評価額の審査決定を

行います。 

議案第３６号の高寄 實氏が６月１６日に、議案第３７号の後藤雄幸氏が８月

１日にそれぞれ任期満了となり、再任をお願いするものでございます。 

それでは両氏の経歴等を説明させていただきます。 

議案第３６号の高寄 實氏でありますが、住所は兵庫県神崎郡福崎町福田７９

６番地、生年月日は昭和１５年７月２９日生まれの現在７０歳でございます。昭

和３４年３月に兵庫県立福崎高等学校を卒業されています。職歴といたしまして

は、昭和３５年５月に姫路市に奉職され、平成３年７月に税務部主税課長、平成

９年５月に税務部長、平成１３年３月に市民局中央支所長を最後に定年退職され

ています。役職歴といたしましては、平成１７年６月から福崎町固定資産評価審

査委員会委員を務めていただいています。 

高寄氏は税務行政に精通され、現在、当委員会の委員長として職責を全うされ

ており、今回、３期目の選任をお願いするものであります。 

       次に議案第３７号、後藤雄幸氏の経歴を説明させていただきます。住所は兵庫

県神崎郡福崎町南田原２１３番地、生年月日は昭和２０年１月１３日生まれで現

在６６歳でございます。昭和３８年３月に神戸村野工業高等学校を卒業されてい

ます。職歴といたしましては、昭和３８年３月に神戸製鋼所に入社され、機械事

業部企画管理部に配属となり、昭和６２年７月にコベルコシステム株式会社出向、

グループ長をされ、平成１７年３月に定年退職されています。役職歴といたしま

しては、平成１９年１月から４年間、長目区長として地域行政に携わっておられ

ます。 

後藤氏は地域住民の代表として、固定資産評価審査委員に適任であり、今回、

２期目の選任をお願いしています。税務課資料１ページ、２ページに「私の抱負」

と任期の表をお示ししていますので、ご参照ください。 

       以上で議案第３６号、議案第３７号の説明を終わらせていただきます。両議案

ともご賛同賜り、ご承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

議 長 次、議案第３８号、福崎町職員の互助共済制度に関する条例の制定について、

及び議案第３９号、福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例についての両案を事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

総 務 課 長 議案第３８号、議案第３９号について、ご説明申し上げます。 
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       議案第３８号、福崎町職員の互助共済制度に関する条例の制定につきましては、

地方公務員法の精神にのっとり、職員の福祉の増進を図るためのものであります。

平成２３年４月１日付で「財団法人兵庫県町村職員互助会」から「一般財団法人

兵庫県市町職員互助会」への名称変更がありました。これにあわせて現条例を廃

止し、兵庫県市町職員互助会に加入する福崎町職員互助会の新たな互助共済制度

に関する条例を制定しようとするものであります。 

       第１条は設置です。 

第２条は互助会の会員を定めています。 

第３条は互助会の行う事業を定めています。 

第４条は「互助会の経費は会員の掛金、町の補助金その他の収入をもって充て

る」こととしています。 

第５条は経費のうちの掛金についての定め、また第６条は町の補助金について

の定めです。 

第７条では、互助会の事業は兵庫県市町職員互助会に委託して実施することと

しています。 

第８条は委任の規定です。 

この条例は公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用します。 

       議案第３９号、福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

は、議案第３８号で説明しましたように、平成２３年４月１日付で財団法人兵庫

県町村職員互助会が名称変更したことに伴う条例の一部改正で、給与からの控除、

条例第１３条の２、第３号中、「兵庫県町村職員互助会」を「一般財団法人兵庫

県市町職員互助会」に改めるものです。総務課資料１ページに新旧対照表をお示

ししておりますので、ご参照ください。なお、この条例は公布の日から施行し、

平成２３年４月１日から適用します。 

       以上、両議案ともよろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお

願いします。 

議 長 次、議案第４０号、平成２２年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て、議案第４１号、平成２２年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定に

ついて、議案第４２号、平成２２年度福崎町水道事業剰余金処分についての各案

を事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに各案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

水 道 課 長 議案第４０号、平成２２年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について、

及び議案第４１号、平成２２年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定に

ついて、ご説明申し上げます。 

       両議案とも、地方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定をお願い

するものであります。 

       それでは初めに、福崎町水道事業会計決算書の１２ページをお開きください。 

       福崎町水道事業の概要は、本年度は給水量及び給水収益とも微増となりました。

また、下水道工事に伴う設計検査手数料等の増により収益は増加いたしました。

下水道工事に伴う資産減耗費が増加しましたが、経費の節減に努めた結果、利益

を得ることができました。 

下水道工事に伴う配水管移設工事とともに、漏水調査による漏水箇所の早期修

理に努め、有収率は上がり、９０．４％となりました。 

維持管理では、千束仮設送水管及びポンプ等の撤去を行いました。また、昨年
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度に引き続き、福田水源地塩素無注入検出器の取り付け、井ノ口水源地送水流量

計の取替え、桜加圧ポンプ所流量計修理、辻川山・山崎配水池水位計の修理、東

部工業団地加圧ポンプ所インバータの取替え等を行いました。 

そして、福崎地区の安定供給を図るため、山崎配水池の施設整備に向け、進入

路用地の買収及び進入路の工事に着手いたしました。 

また、水道週間にあわせて例年行っている町内業者育成の技術講習会として、

耐震管路整備に備え、耐震管鋳鉄ＮＳ工法の実務研修を行いました。 

下の表では、給水水量等の動きとして、年度別に参考となるものをあらわして

います。 

水道課資料２ページから４ページに、水道料金及び送配水量の表を添付してい

ますので、あわせてご参照ください。 

       次に、恐れ入りますが決算書１ページ、２ページをごらんください。 

       水道事業決算報告書です。この決算報告書は予算に対比して執行状況を明らか

にするため、税込みで表示、比較しております。 

       収益的収入及び支出の収入でございます。 

第１款、水道事業収益。予算額合計３億５，５９６万７，０００円、決算額３

億４，７７０万９，１１５円、予算額に比べ決算額の増減８２５万７，８５５円

の減、昨年度比０．２％の増。 

第１項、営業収益。決算額３億３，４６２万５，６４６円、うち仮受消費税及

び地方消費税１，５０８万３，３３７円。 

第２項、営業外収益。決算額１，３０８万３，４６９円、うち仮受消費税及び

地方消費税５３万５８８円。 

第３項、特別利益。決算額は０円でございます。 

       次に支出でございます。 

第１款、水道事業費用。予算額３億４，１１８万５，０００円、決算額３億６

３８万６，１１９円、不用額３，４７９万８，８８１円、昨年度比３％の減。 

第１項、営業費用。決算額２億８，５２０万２４７円、うち仮払消費税及び地

方消費税５８３万３，８４８円。 

第２項、営業外費用。決算額１，９４０万７，９７８円、うち仮払消費税及び

地方消費税は１万７，４９１円です。 

第３項、特別損失。決算額１７７万７，８９４円です。なお、この決算額につ

いては消費税納付金が含まれ、附属書類１２ページ以降の税抜きの明細書とは合

いません。 

       次に３ページ、４ページをごらんください。 

       資本的収入及び支出の収入でございます。 

第１款、資本的収入。予算額合計１億２，２４８万９，０００円、決算額１億

４１５万１，１４５円、予算額に比べ決算額の増減１，８３３万７，８５５円の

減、昨年度比２１．６％の増。 

第１項、他会計補助金。決算額７０万３，０３２円。 

第２項、工事負担金。決算額１億３４４万８，１１３円です。 

       次に支出でございます。 

第１款、資本的支出。予算額合計２億５，１２５万２，０００円、決算額１億

６，９６４万５，８５０円、翌年度繰越額、地方公営企業法第２６条の規定によ

る繰越額５，２０５万６，０００円、不用額２，９５５万１５０円。 

第１項、建設改良費。決算額１億５，４９９万４，４９８円、うち仮払消費税

及び地方消費税７２３万３，８１２円。 
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第２項、企業債償還金。決算額１，４６５万１，３５２円。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額６，５４９万４，７０５円は、

過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７３０万７，７１５円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２２７万４，２３３円と、過年度分損

益勘定留保資金５，５９１万２，７５７円で補てんいたしました。 

       次に、５ページをごらんください。 

       水道事業損益計算書の説明をいたします。 

１、営業収益は、１、給水収益から３、その他営業収益までの３項目を合わせ

まして３億１，９５４万２，３０９円です。 

２、営業費用は、１、原水及び浄水費から６、資産減耗費までの６項目を合わ

せまして２億７，９３６万６，３９９円です。 

したがいまして、営業利益は４，０１７万５，９１０円でございます。 

３、営業外収益は、１、受取利息及び配当金から３、雑収益までの３項目を合

わせまして１，２５５万２，８８１円です。 

４、営業外費用は、１、支払利息と２、雑支出を合わせまして１，２０５万６，

６４７円です。 

したがいまして、経常利益は４，０６７万２，１４４円になり、昨年度と比べ

１，１３２万２，３５０円の増となりました。 

５、特別利益はございません。 

６、特別損失は１７７万７，８９４円でございます。 

したがいまして、当年度純利益は３，８８９万４，２５０円となり、前年度繰

越利益剰余金８５６万５，１１０円を加えますと、当年度未処分利益剰余金は４，

７４５万９，３６０円となります。 

       次に、６ページをごらんください。 

       水道事業剰余金計算書の利益剰余金について説明いたします。 

１、減債積立金は、１、前年度末残高３，０３５万３，１７６円と２、前年度

繰入額の２００万円を合わせまして、３、当年度処分額はございませんので、当

年度末残高は３，２３５万３，１７６円となります。 

２、建設改良積立金は、前年度末残高３億４，３８０万６，３３６円と前年度

繰入額の２，７００万円を合わせまして、当年度処分額はございませんので、当

年度末残高は３億７，０８０万６，３３６円となり、積立金合計は４億３１５万

９，５１２円となります。 

３、未処分利益剰余金の前年度未処分利益剰余金３，７５６万５，１１０円か

ら減債積立金２００万円と建設改良積立金２，７００万円を引き、繰越利益剰余

金年度末残高は８５６万５，１１０円となり、当年度純利益３，８８９万４，２

５０円を加え、当年度未処分利益剰余金は４，７４５万９，３６０円となります。 

       次に、７ページをごらんください。 

       資本剰余金の部について説明いたします。 

１、工事負担金の当年度発生高は１億１３７万７，２２５円で、特定収入消費

税及び地方消費税圧縮額４８２万７，４８７円と当年度処分額２７０万８５１円

を差し引き、当年度末残高は２５億４，６８０万８，４４３円です。 

２、補助金の当年度発生高は７０万３，０３２円で、特定収入消費税及び地方

消費税圧縮額３万３，４７８円と当年度処分額３４３万２，９５２円を差し引き、

当年度末残高は６，３２５万７，０９３円です。 

３、寄附金の当年度処分額はなく、当年度末残高は１００万円です。 

４、受贈財産評価額の変動はございませんので、当年度末残高は６億１，３２
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４万８，６７１円です。 

５、消火栓設置工事負担金の当年度発生高は２０７万８８８円で、特定収入消

費税及び地方消費税圧縮額９万８，６１４円と当年度処分額６７０万５，４１４

円を差し引き、当年度末残高は１億１，３９０万３，７７６円となり、翌年度繰

越資本剰余金は３３億３，８２１万７，９８３円となります。 

次に、８ページをごらんください。 

       剰余金処分計算書（案）について説明いたします。 

１、当年度未処分利益剰余金は４，７４５万９，３６０円で、２、利益剰余金

処分額として減債積立金に１，０００万円と建設改良積立金に２，９００万円、

合わせて３，９００万円を処分し積み立てたいと考えています。 

したがいまして、３、翌年度繰越利益剰余金は８４５万９，３６０円となりま

す。 

       次に、９ページ、１０ページをごらんください。 

       貸借対照表について説明いたします。 

資産の部。１、固定資産としてイ、土地からト、建設仮勘定まで、合わせまし

て固定資産合計４４億３，５８２万１，９６９円です。 

２、流動資産は、現金預金と未収金、貯蔵品を合わせまして流動資産合計６億

６，３６１万２，７２０円、資産合計は５０億９，９４３万４，６８９円となり

ます。詳細につきましては、水道課資料１ページと５ページをご参照ください。 

       負債の部。流動負債は、未払金とその他流動負債を合わせまして、流動負債合

計７６５万１，８１４円、負債合計は７６５万１，８１４円となります。詳細に

つきましては、水道課資料の１ページをごらんください。 

       資本の部でございます。４、資本金は自己資本金と借入資本金で、イの企業債

を合わせまして資本金合計１３億２９４万６，０２０円となります。 

５、剰余金の資本剰余金は、イ、受贈財産評価額からホ、消火栓設置工事負担

金を合わせまして、資本剰余金合計３３億３，８２１万７，９８３円となります。

利益剰余金はイ、減債積立金からハ、当年度未処分利益剰余金を合わせまして利

益剰余金合計４億５，０６１万８，８７２円となり、剰余金合計３７億８，８８

３万６，８５５円、資本合計５０億９，１７８万２，８７５円となり、負債資本

合計は５０億９，９４３万４，６８９円となります。詳細につきましては、水道

課資料７ページから９ページをご参照ください。 

       次に、１３ページをごらんください。 

       議会の議決事項につきましては５件です。職員に関する事項は４件です。料金

その他供給条件の設定、変更に関する事項はございません。 

       次に、１４ページ、１５ページをごらんください。 

       建設改良工事は、下水道工事に伴う配水管移設工事と、水道課単独の配水管新

設工事及び山崎配水池進入路工事等であります。２２年度合計、１３件で１億４，

４７５万１，３４８円です。２１年度繰越事業は、１件で１８８万２，０００円

であります。合計で１億４，６６３万３，３４８円です。 

       次に、１６ページをごらんください。 

       送配水管等入替の状況につきましては、下水道工事に伴う配水管移設工事と消

火栓７基を設置しました。増加の小計欄の合計が３，９３４メートル、減少の小

計欄の合計は２，８８０メートルで、差引合計の１，０５４メートルが２２年度

でふえた延長です。したがいまして、昨年の総延長１８万５，０９７メートルに

本年度増加延長１，０５４メートルを加え、２２年度総延長は１８万６，１５１

メートルです。 
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石綿管の入れかえは２２５メートルで、昨年の総延長４，１６８メートルから

本年度入れかえ延長２２５メートルを差し引き、２２年度総延長は３，９４３メ

ートルで、石綿管比率は２．１％であります。 

給水工事は６７件の工事を行いました。 

１７ページ、１８ページに保全工事及び業務に関して説明しておりますので、

お目通しください。 

       次に、２４ページをごらんください。 

       水道事業会計収益費用明細について説明いたします。 

       まず、収益であります。 

水道事業収益は３億３，２０９万５，１９０円、営業収益は３億１，９５４万

２，３０９円です。 

内容としましては水道料金から消火栓水使用料までで、その主なものは水道料

金２億９，４９６万７，１８６円、設計検査手数料１，５４７万８，１５１円で

あります。 

営業外収益は１，２５５万２，８８１円で、内容としましては預金利息から次

のページのその他雑収益までで、主なものは開発協力金が４６１万７，４１０円、

分担金５１３万９，０００円です。 

       次に、２６ページをごらんください。 

       費用でございます。水道事業費用は２億９，３２０万９４０円、営業費用は２

億７，９３６万６，３９９円、原水及び浄水費は水源地に係る費用で、給料から

雑費までの４，１０２万３，０３３円。主なものは人件費のほか、修繕費５５８

万５，７０２円、動力費１，３０３万４，０３８円です。 

配水及び給水費は配水池と給水配水管に係る費用で、給料から次のページの受

水費までの１億３９６万２４２円。主なものは人件費のほか、次のページの委託

料１，２１８万８，８２０円、修繕費１，０９９万５５９円、路面復旧費４７１

万１，２５０円、受水費４，００９万５，２８８円です。 

総係費は水道に係る通常経費で、給料から雑費までの２，８０８万１０１円。

主なものは人件費です。 

その他には、減価償却費６，３４６万７，２３８円、資産減耗費４，０７５万

４，７８５円です。 

営業外費用は支払利息１，１１０万６，９２８円、雑支出９４万９，７１９円

です。 

特別損失は１７７万７，８９４円です。 

       次に、２９、３０ページをごらんください。 

       水道事業会計資本的収入及び支出明細について説明いたします。 

       まず収入です。資本的収入は１億４１５万１，１４５円、補助金は７０万３，

０３２円です。 

工事負担金は消火栓設置工事負担金２０７万８８８円、工事負担金９，３０９

万７，９７５円、給水工事負担金８２７万９，２５０円です。 

       次に支出であります。資本的支出は１億６，２４１万２，０３８円、うち建設

改良費１億３，９７９万７，６８６円、給水工事費７９６万３，０００円、企業

債償還金１，４６５万１，３５２円です。 

       次に、３１ページをごらんください。 

       固定資産明細書について説明いたします。 

       土地から建設仮勘定まで、合計で年度末現在高５８億７８９万６，４４６円、

減価償却累計額のうち、当年度増加額は６，３４６万７，２３８円、当年度減少
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額は７，４４１万８，０２８円、累計１３億７，２０７万４，４７７円になり、

差し引きますと年度末償却未済額は４４億３，５８２万１，９６９円になります。 

       次に、３２ページをごらんください。 

       企業債明細について説明いたします。 

       企業債明細書は合計で当年度償還高が１，４６５万１，３５２円、未償還残高

は２億３，０７２万７，７７１円です。償還利子は１，１１０万６，９２８円で

す。 

       以上、議案４０号の説明を終わらせていただきます。 

       それでは続きまして、議案第４１号について説明させていただきます。 

       平成２２年度福崎町工業用水道事業決算書の１２ページをごらんください。 

       福崎町工業用水道事業の事業概要で、本年度は、契約水量の変更はありません

でした。給水量の増加に伴い給水収益も増加となりましたが、送水管移設工事に

伴う地元負担金の増により損失が出ることになりました。 

維持管理については、送水管破損に伴う緊急修理、西治ほ場整備に伴う送水管

移設、１号送水ポンプ・送水流量計の更新等を行い、安定した供給に努めました。 

今後も適正な維持管理を行い、経営の健全化と給水の安定化を図ります。 

下の表では、契約水量等の動きとして、年度別に参考となるものをお示しして

おります。 

水道課資料３ページと１７ページには、料金及び送配水量の表を添付しており

ますので、合わせてご参照ください。 

       それでは、恐れ入りますが決算書の１ページ、２ページをごらんください。 

       工業用水道事業決算報告書の収益的収入及び支出について、ご説明します。 

       まず、収入であります。 

第１款、工業用水道事業収益。予算額合計２，６４３万１，０００円、決算額

２，５７１万２，３７５円、予算額に比べ決算額の増減７１万８，６２５円の減

、昨年度比１９．６％の増。 

第１項、営業収益。決算額２，３６９万９４０円、うち仮受消費税及び地方消

費税１１２万８，１３５円。 

第２項、営業外収益。決算額２０２万１，４３５円。 

       次に支出であります。 

第１款、工業用水道事業費用。予算額合計２，７４２万７，０００円、決算額

２，４７４万３，３８４円、不用額２６８万３，６１６円、昨年度比１９．０％

の増。 

第１項、営業費用。決算額２，４７４万３，３８４円、うち仮払消費税及び地

方消費税３６万８，９５３円。 

第２項、営業外費用はありません。なお、この決算額については、消費税還付

金が含まれ、以後の税抜き明細書とは合いません。 

       次に、３ページ、４ページをごらんください。 

       資本的収入及び支出の収入です。 

第１款、資本的収入。予算額合計２，７１６万５，０００円、決算額２，７０

３万５，９３６円、予算額に比べ決算額の増減１２万９，０６４円の減で、収入

は第１項、工事負担金の額であります。 

       次に支出です。 

第１款、資本的支出、予算額合計５，５５４万２，０００円、決算額５，５２

４万１，５５０円、不用額３０万４５０円。第１項、建設改良費の額で、うち仮

払消費税及び地方消費税２６３万５５０円です。 
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なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２，８２０万５，６１４円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７５万９，１８２円、過年度分

損益勘定留保資金１，３８８万２，１０１円、当年度分損益勘定留保資金６９万

９，２８０円、建設改良積立金取り崩し１，２８６万５，０５１円で補てんしま

した。 

       次に、５ページをごらんください。 

       工業用水道事業損益計算書について説明いたします。 

       １、営業収益は、給水収益と受託工事収益で２，２５６万２，８０５円です。 

２、営業費用は、送水及び配水費から資産減耗費までの４項目を合わせまして

２，４３７万４，４３１円。 

差し引き営業利益は１８１万１，６２６円の損失となります。 

３、営業外収益は、受取利息及び配当金と雑収益で、合わせて１４３万７，４

９３円です。 

営業外費用はありません。 

したがいまして、経常利益は３７万４，１３３円の損失で、昨年と比べ１０７

万６，７２６円の減となり、損失分３７万４，１３３円を前年度繰越利益剰余金

９６６万２，６０８円から差し引き、当年度未処分利益剰余金は９２８万８，４

７５円となります。 

       次に、６ページをごらんください。 

       工業用水道事業剰余金計算書の利益剰余金について説明いたします。 

       １、利益積立金は前年度繰入額が１００万円であり、当年度末残高は７１６万

２０７円となります。 

２、建設改良積立金の前年度末残高は３，２９６万２，２３７円、当年度処分

額１，２８６万５，０５１円を差し引き、当年度末残高は２，００９万７，１８

６円となり、積立金合計は２，７２５万７，３９３円となります。 

３、未処分利益剰余金は、利益積立金が１００万円、繰越利益剰余金年度末残

高は９６６万２，６０８円となり、当年度損失の３７万４，１３３円を差し引き、

当年度未処分利益剰余金は９２８万８，４７５円となります。 

       次に、７ページをごらんください。 

       資本剰余金について説明いたします。 

       １、工事負担金の当年度発生高は２，７０３万５，９３６円で、特定収入消費

税及び地方消費税圧縮額１２８万７，４２６円と当年度処分額５，０１５万９，

２５２円を差し引き、当年度末残高は１億５，４４０万１，６０３円であります。 

 ２、国庫補助金と３、給付金はありません。 

４、受贈財産評価額の前年度末残高６億７，４２８万６，３０９円から、当年

度発生高はありませんので当年度処分額４５０万円を差し引き、当年度末残高は

６億６，９７８万６，３０９円となり、翌年度繰越資本剰余金は８億２，４１８

万７，９１２円となります。 

       次に、８ページをごらんください。 

       工業用水道事業剰余金処分計算（案）について説明いたします。 

       １、当年度末未処分利益剰余金は９２８万８，４７５円、２、利益剰余金処分

額はございません。 

したがいまして、３、翌年度繰越利益剰余金は９２８万８，４７５円となりま

す。 

       次に、９ページ、１０ページをごらんください。 

       貸借対照表について説明いたします。 
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       資産の部。１、固定資産はイ、土地からホ、車両運搬具まで、合わせまして固

定資産合計８億６，５６７万９，６５１円です。詳細については、水道課資料２

０ページから２２ページをご参照ください。 

２、流動資産は、現金預金と未収金を合わせまして、流動資産合計４，６０１

万６，９４３円、資産合計は９億１，１６９万６，５９４円です。なお、未収金

１，１１９万２，６０３円のうち、県からの補償金９７２万４，７９１円は４月

上旬に納入済みであります。 

       負債の部。３、流動負債は、未払金が１万円で、負債合計１万円です。詳細に

ついては、水道課資料１６ページをご参照ください。 

       資本の部。資本金は自己資本金が５，０９５万２，８１４円で、資本金合計は

５，０９５万２，８１４円でございます。 

５、剰余金の資本剰余金は、イ、受贈財産評価額とロ、工事負担金を合わせま

して、資本剰余金合計８億２，４１８万７，９１２円です。利益剰余金はイ、利

益積立金とロ、建設改良積立金、ハ、当年度未処分利益剰余金を合わせまして、

利益剰余金合計は３，６５４万５，８６８円、剰余金合計は８億６，０７３万３，

７８０円、負債資本合計は９億１，１６９万６，５９４円となります。 

       次に、１３ページをごらんください。 

       議会の議決事項につきましては４件です。職員に関する事項は４件です。料金

その他供給条件の設定、変更に関する事項はございません。 

       次に、１４ページをごらんください。 

       建設改良工事及び送配水管等入替の内容について説明していますので、お目通

しください。 

       次に、１５ページをごらんください。 

       保全工事等の内容について説明しておりますので、お目通しください。 

       続きまして、１８ページをごらんください。 

       福崎町工業用水道事業会計収益費用明細書の収益について説明いたします。 

       工業用水道事業収益は２，４００万２９８円、営業収益の内容といたしまして

は、給水収益の水道料金が２，１２１万５，３７６円です。 

営業外収益の内容といたしましては、預金利息が９万１，９０５円、その他雑

収益が１３４万５，５８８円です。 

       次に、１９ページをごらんください。 

       費用の説明をいたします。 

       工業用水道事業費用は２，４３７万４，４３１円、営業費用は送水及び配水費

の事業に係る経常経費で、給料から負担金までの２，２６８万６，２１８円。そ

の主なものは給料と、動力費５３８万７，８０４円です。 

受託工事費は６１万４，８００円です。 

減価償却費は８６万４，５９７円、資産減耗費は固定資産除却費で２０万８，

８１６円です。 

       次に、２１ページをごらんください。 

       資本的収入及び支出の説明をいたします。 

       収入は工事負担金２，７０３万５，９３６円で、２２ページの支出は建設改良

費５，２６１万１，０００円です。 

       次に、２３ページをごらんください。 

       固定資産明細書は土地から車両運搬具まで、合計で年度末現在高８億８，３４

５万６，０６３円、減価償却累計額の当年度増加額８６万４，５９７円、当年度

減少額１０３万１，１８４円、累計１，７７７万６，４１２円となり、差し引き
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ますと年度末償却未済額は８億６，５６７万９，６５１円となります。 

       以上で、議案第４１号の説明を終わらせていただきます。両議案ともよろしく

ご審議を賜り、認定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

       続きまして、議案第４２号の説明をさせていただきます。 

       議案第４２号につきましては、議案第４０号に関係いたしまして、水道事業会

計の剰余金を建設改良積立金として２，９００万円積み立てたいので、地方公営

企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。内容

につきましては、水道事業会計の決算書８ページに剰余金処分計算書案としてお

示ししております。よろしくご審議を賜り、ご承認いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

議 長 ただいま、担当課長からの説明が終わりましたが、議案に対して監査委員から

の意見書が提出されておりますので、事務局から朗読し、その後、監査委員から

補足説明を求めます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに監査委員から補足説明を求めます。 

代表監査委員 それでは監査意見を申し上げます。 

       平成２２年度水道事業会計及び工業用水道事業会計に対する監査意見。 

       私、城谷と志水委員とともに、水道事業会計及び工業用水道事業会計決算につ

いて、去る６月１日、第１委員会室において、長澤水道課長及び同課西村庶務係

長の出席を求め、事業報告及び政令で定める予算区分に従って作成された関係書

類の説明を求め、慎重に審査した結果、次の審査内容、意見を提出する。 

       水道事業会計。審査に付された水道事業会計決算諸表を照合し、計数的に適正

であると認めました。 

本年度の給水戸数は７，４３３戸で、昨年度に比べ３０戸の増とほぼ前年並み

であった。その結果、給水量及び料金収入について微増となっている。 

収益的収入は、予算対比税込み８２５万７，８８５円、２．３％の減、昨年度

対比５２万７，６２９円、０．２％の増となっている。内容については、水道料

金が主な営業収益で、予算対比５７６万６，３５４円、１．７％の減、昨年度対

比では８４７万３円、２．６％の増。営業外収益は予算対比２４８万１，５３１

円、１５．９％の減、昨年度対比７９４万２，３７４円で、３７．８％の減とな

っている。 

資本的収入については、予算対比１，８３３万７，８５５円、１５％の減、昨

年度対比１，８４８万３，２３８円、２１．６％の増となっている。これは下水

道工事に伴う配水管移設工事負担金の増によるものである。 

       支出については、昨年度と比較して収益的支出で下水道工事に伴う配水管移設

工事の資産減耗費が増加したが、経費の節減努力により、予算対比税込み３，４

７９万８，８８１円、１０．２％の減、昨年度対比９６１万７，４３３円、３％

の減となっている。 

       資本的支出は、下水道工事に伴う配水管移設工事、消火栓の設置等改良工事を

進めたが、建設改良工事の一部を２３年度に繰り越し、また、企業債償還金の一

部完済による減もあり、予算対比８，１６０万６，１５０円、３２．５％の減、

昨年度対比６７２万１，３８７円、４．１％の増となっている。 

       内容については、建設改良費が昨年度対比１，７２５万６，４９８円、１２．

５％の増、企業債償還金は昨年度に比べ１，０５３万５，１１１円、４１．８％

の減となり、資本的収入額が資本的支出額に不足する６，５４９万４，７０５円

は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分消費税及び地方
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消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんしている。 

本年度は石綿管の入れかえは２２５メートルで、漏水箇所の早期修理を進めた

ことで有収率が０．６％上がり９０．４％となり、目標である９０％を達成され

ている。なお、７基の消火栓増設を図っている。 

       本年は水の使用が微増した等により、平成２２年度は３，８８９万４，２５０

円の利益を確保されている。 

なお、業務実績と同規模の全国平均と対比した経営指標から見ると、効率的に

運営されていると考えます。 

       平成２２年度水道事業業務実績と経営指標を掲げております。比較して見てお

るわけでございますが、事業の概要では普及率が９９．５％。対比をまた見てい

ただきたいと思います。 

施設の効率性等を見ましたときに、施設の利用率６５．６４％、その下の有収

率９０．３６％というところでございます。 

経営の効率性から見ましたときに、総収支比率は１１３．２７％。以下、次の

ページへ行きまして、職員１人当たり給水人口あるいは給水収益は、少し劣りま

すけれども、これは人件費等の関係もありますので、どうとは言えませんけれど

も、平均より少し下でございます。 

       なお、財政の状況は流動比率８６７２．６２％。ゆったりした資産運営ができ

ておるというふうに解釈をいたしました。 

監査の結果でございますが、４点。１点めは、本年度の純利益３，８８９万４，

２５０円と前年（２，８６６万６，７５１円）を上回っているが、経過をたどる

と減少傾向にあるので、今後とも一層の経営合理化と経費節減努力をされ、町民

に対する良質かつ安定した水道水の供給に努められたい。 

２点め、地域水道ビジョン・長期計画を進める中で、特に耐震施設・耐管路整

備を計画的に進められたい。 

３点めに、余裕資金は可能な限り運用に努力されたい。 

４点め、未収金については徴収体制が強化され改善努力も見られますが、さら

なる工夫と努力が必要であると考えます。 

       次に、工業用水道事業であります。 

       審査に付された工業用水道事業会計決算諸表を照合し、計数的に適正であると

認めました。 

本年度は水道事業と同様に、給水量及び給水収益が増加している。 

収益的収支については、収入が予算対比７１万８，６２５円、２．７％の減、

昨年度対比４２２万１，５７２円、１９．６％の増となっている。支出について

は、予算対比２６８万３，６１６円、９．８％減、昨年度対比３９５万５，１７

４円、１９％の増となっている。営業費用は予算対比２６６万３，６１６円、９．

７％減、昨年度対比４６５万９３円、２３．１％の増となり、収支差し引き３７

万４，１３３円の損失となっている。本年度は送水管移設工事等があり、資本的

収入については決算額２，７０３万５，９３６円、予算対比税込み１２万９，０

６４円、０．５％の減、資本的支出は決算額５，５２４万１，５５０円、予算対

比税込み３０万４５０円、０．５％の減となり、資本的収入額が資本的支出額に

不足する額２，８２０万５，６１４円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、建設改良

積立金で補てんされている。 

       監査の結果でありますが、企業会計としての工業用水道事業は経営の安定と良

質な水を提供することが最大の経営基本である。その観点で、昨年度を除き若干
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の赤字が続いていることから、中長期の財政状況を見据えながら、経費の削減等

により給水原価の抑制を図るほか、工業用水道料金体系の見直しを含め、経営の

健全性に努められることを要望いたします。 

       以上であります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

議 長 城谷代表監査委員、ありがとうございました。 

       ここでしばらく休憩いたします。再開は午後１時といたします。 

◇ 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

       次、議案第４３号、共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起につい

てを議題といたします。 

       釜坂道弘議員に申し上げます。地方自治法第１１７条の規定により、除斥とな

りますので、本件の説明が終了するまでの間、しばらくご退席をお願いいたしま

す。 

       暫時休憩いたします。 

◇ 

休憩 午後 １時０１分 

再開 午後 １時０１分 

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

       議案第４３号、共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起について、

事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

企画財政課長 議案第４３号について、ご説明申し上げます。 

       本議案は田原幼稚園並びに町民第２グラウンドの敷地となっている西田原字西

畑１４５８番及び１４５９番について、民法第１６２条の規定による所有権の取

得時効を援用して共有持分移転登記手続請求の訴えを提起するため、議会の議決

をお願いするものでございます。 

       企画財政課資料２ページをお開き願います。 

       対象物件は位置図にお示ししているとおり、田原幼稚園の南東で、第２グラウ

ンドにかけて存在しております。対象物件の登記名義人は、資料３ページに記載

しております９７名でございます。登記名義人９７名が所有権を取得されたのは

大正３年１１月１３日となっておりますが、この９７名は辻川区の当時の戸主で

あると推測されます。本町が保管しております土地台帳では、昭和２６年３月３

０日に寄附によって田原村に所有権が移転したと処理をしておりまして、田原小

学校の用地として辻川区から寄附を受けたものであると考えております。しかし

ながら、寄附を受けた時点で既に相当数の登記名義人に相続が発生しており、法

務局への所有権移転登記には至っていなかったものと思われます。 

       今般、契約議案として提案しております田原幼児園の整備計画を検討していく

中で、この土地の所有権についても、これを機に整理しておく必要があるという

ことから、９７名の相続調査を行ってまいりました。その結果、相続人は現在把

握できているだけでも８００人以上となっております。本来ならば、相続関係人
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全員に経過、経緯をご説明申し上げ、同意をいただいた上で所有権移転登記手続

をすべきところでありますが、多くの方が福崎町には住まわれたこともなく、す

べての方にご理解をいただくことは相当な困難が予想されますので、訴えを提起

して、それぞれの持分移転登記手続を求めるものでございます。 

       本件により訴えを提起する相手方は資料３ページに丸印を入れておりますが、

登記名義人９７名のうち、相続関係が特定できた５１名に係る相続人でありまし

て、総数は２３９名となります。したがいまして、議案の別紙として一覧をお示

ししております。 

       この場では本件訴えの提起に至る経緯並びに時間的な制約もございますので、

住所・氏名の朗読は省略させていただきたいと思います。 

       なお、残る登記名義人４６名に係る相続人に対しましては、相続関係調査が完

了した後に、新たな議案として提案させていただきます。 

       以上、議案第４３号の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜り、ご

賛同いただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

議 長 ここで、釜坂議員の除斥を解除いたします。 

       暫時休憩いたします。 

◇ 

休憩 午後 １時０６分 

再開 午後 １時０６分 

◇ 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

       次は、議案第４４号、福崎町道路線の廃止及び認定について、事務局に朗読さ

せます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

まちづくり課長 議案第４４号、福崎町道路線の廃止及び認定について、ご説明いたします。 

       今回提案しております町道路線の一括廃止及び一括認定の提案理由は、平成２

０年度に実施した町道等級見直しを受け、道路等級と路線の合致及び、実状に合

っていない路線名の変更、土地地番表示の異動等による起終点の地先地番表示な

どの修正を目的とし、全町道路線７４８路線を一括廃止した上で、改めて７５７

路線を一括認定することについて、道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規

定により、議会の議決を求めるものです。 

       概要及び変更点について、まちづくり課資料１ページをごらんください。 

       総路線数及び総延長は、廃止路線数が７４８路線、総延長２５４キロ３５８．

８メートル、認定路線数が７５７路線、総延長２５２キロ９１８．９８メートル

で、今回の一括廃止及び一括認定により路線数では９路線の増、路線延長では１

４３９．８２メートルの減となります。 

       最初に、路線数の変更についてご説明いたします。 

下段表のとおり、西治ほ場整備及び田口ほ場整備により道路の用途及び機能が

なくなったため、３７４号線、７７１号線及び８８７号線の３路線が減少します。

これは現実的に路線の機能がなくなったものであります。 

       続いて、路線の分割もしくは複数路線の統合等による増減です。 

資料２ページの路線対比表でお示ししています。左側の廃止路線符号２及び３

は、４号大門余田線と２９号大門山田線の２路線を統合して、右側の認定路線符

号２の４号大門鍛治屋線とすることによって１路線の減。廃止路線符号９の１１
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７号亀坪池線を２路線に分割し、右側の認定路線符号８の１１７号亀坪池線と、

符号９の９１２号線とすることによる１路線の増。同様に分割による路線数の増

を申し上げますと、符号１１の２８８号春日キャンプ場線で１路線の増。符号１

２の３６７号線で１路線の増。符号１３の３７６号線で１路線の増。符号２７の

６２１号線と符号２８の６２６号線で１路線の増。同様のことを資料３ページで

も行うことで、合計１２路線ふえることとなります。これに、さきに述べました

３路線を除くことで、９路線の増となります。以上が９路線増の内訳です。 

       次に、延長の変更についてご説明します。 

       資料１ページの、ほ場整備により再認定しない３７４号線、７７１号線及び８

８７号線の３路線で計１２０２．７メートルの延長減があります。その他、路線

統合による交差点部の延長増、路線分割による交差点部の延長減及び駅前の１８

３号線での県道との一部共用部の解消など、合算すると２３７．１２メートルの

延長減となります。以上が延長１４３９．８２メートル減の内訳です。 

       次に、路線名の変更についてご説明します。 

       資料２ページから、路線対比表にお示ししておりますとおり、路線の統合、分

割によるほか、従来の路線名が実状に合っていない路線等、今回の認定に当たっ

ては実状に即した路線名に変更いたしております。 

一例を挙げますと、廃止路線符号５の駅三木山崎線と、符号６の駅高橋線の一

部を統合し、駅南幹線と名称変更しております。その他、認定する路線の起点、

終点の各地先の所在地番の表示については、一定のルールにより、直近の登記地

番に基づいて行っています。 

なお、図面は道路線廃止網図、道路線認定網図及び町道廃止認定路線参考図を

添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

       以上、議案第４４号、福崎町道路線の廃止及び認定についての提案説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

議 長 次は、議案第４５号、福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）の

建設工事委託に関する基本協定の締結について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 議案第４５号、福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）の建設工

事委託に関する基本協定の締結について、ご説明申し上げます。 

       福崎浄化センターは平成１７年３月３１日に水処理施設１系列、処理能力日最

大２，１００立方メートルで供用開始し、汚泥処理につきましては平成１９年度

に汚泥処理施設１系列が完成し稼働しております。その後、平成２０年度に水処

理施設２系列目を増設し、処理能力は日当たり４，２００立方メートルとなり、

現在に至っております。流入水量の伸びと予測に伴い、昨年度から本年度にかけ

て水処理施設３、４系列の増設工事を進めています。 

この議案は、水処理施設３、４系列の稼働に対応する汚泥処理施設の増設が必

要になることから、日本下水道事業団と汚泥処理施設建設工事の委託業務につい

て基本協定を締結するため、規定により議会の議決を求めるものです。契約の方

法は随意契約、契約金額は２億９，４００万円です。内容につきましては下水道

課資料によりご説明申し上げます。 

       資料２ページをお開き願います。 

       これは協定書案で、福崎町と日本下水道事業団とは、福崎町公共下水道福崎浄
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化センター（汚泥処理施設）の建設に関し、次のとおり協定を締結するものです。 

  第１条は目的を示しており、第２条は工事の委託で、福崎浄化センター（汚泥

処理施設）の建設工事を委託し、その範囲を別記に示しています。 

第３条で「平成２３年度に着手し、その完成予定は平成２４年度とする」とし、

建設工事は平成２３年度から２カ年で行います。 

第４条で建設工事の予定概算事業費を２億９，４００万円とし、第２項では、

必要が生じた場合は協定を変更することができるものとしています。 

第５条では、町が毎年度予算に計上する範囲内において、年度実施協定により

工事を行うこととしています。 

以下、第６条では土地の取得その他損失補償について、第７条では行政上の手

続、第８条では費用の支払を規定しております。 

第９条は下水道事業団からの契約及び工事等の報告について、第１０条は損害

の負担の項目で、事業団と町の責任範囲を規定しており、同条第２項以降は、事

業団と契約した施工業者の損害賠償特約に関するものです。 

       次の３ページをお開きください。 

       第１１条では、年度実施協定を毎年度締結するものとしています。 

最後の第１４条では、この協定の成立は本議会の議決を経て、本契約として成

立するものとしています。 

       次に、右の別記には委託する対象と範囲をお示ししております。 

建設工事の対象は福崎町公共下水道福崎浄化センター（汚泥処理施設）で、委

託の範囲は表の施設に係る機械及び電気設備工事としています。 

施設については、次ページ以降の図で説明させていただきます。４ページは福

崎浄化センターの全体図です。網掛けが今回の事業範囲を示しております。既設

の汚泥処理棟に、既に設置しております汚泥処理施設と同等の機械設備、電気設

備１系列分を増設する工事となります。これは現在、水処理棟に増設中の水処理

施設３、４系列に対応するものです。 

今回の機械設備の概要は、汚泥貯留槽攪拌機１台、汚泥脱水機１台、高分子凝

集剤溶解槽１基、高分子凝集剤定量供給機械１基、ケーキ貯留ホッパ１基、生物

脱臭塔１基、脱臭ファン１台、活性炭吸着塔１基の増設となります。 

電気設備の概要は、汚泥処理機械設備への電源供給、コントロールセンターの

増設、既設監視制御装置への機能増設となります。 

       ５、６ページには汚泥処理棟各階の設備平面図、７ページには断面図をお示し

しております。なお、これらの図面は基本的な計画図で、若干変更が生じること

がございますので、ご了承ください。 

       以上で、議案第４５号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜り、

ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。 

議 長 次、議案第４６号、工事請負契約について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

社会教育課長 議案第４６号、工事請負契約につきまして、ご説明申し上げます。 

       この工事は５月２６日に指名競争入札に付し、契約を締結するため、規定によ

り議会の議決をお願いするものでございます。 

       社会教育課資料５ページをお開きください。 

       入札結果を示しております。工事名は県指定文化財三木家住宅主屋保存修理工

事、契約金額は税込み１億７，０１０万円、契約者は株式会社神田組でございま
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す。工期は平成２８年３月２５日までの５年間を予定しております。 

       社会教育課資料６ページをごらんください。 

       三木家の平面図でございます。昨年度から三木家の修理工事が始まり、今年度

からは主屋部分の保存修理に入ります。 

図面の点線部分の内側が今回の工事箇所に当たり、今年度は主屋部分全体を覆

う素屋根を設置し、解体を始めます。半解体の工事となっておりまして、瓦部分

はすべて撤去いたします。また、網掛け部分は傷みがひどく、軸組だけを残して

すべて撤去します。 

解体後は三木家修理検討委員会を開催し、痕跡などからいつの時代にさかのぼ

って復元するのが文化的価値が高いかなどを検討いただき、翌年からは復元工事

を進めていきます。復元工事は文化財の価値をできるだけ損なわないよう、使用

できる部材はできる限り使用して修理を進めます。また、傷みが激しく使えない

部材は、その部材にできる限り近い部材を使用しなければなりません。 

工事は県の補助金との兼ね合いもあり、債務負担行為により５年で完成する予

定です。 

       以上で、議案第４６号の説明とさせていただきます。ご審議賜り、ご賛同いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

議 長 次、議案第４７号、工事請負契約について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

まちづくり課長 議案第４７号、工事請負契約について、ご説明申し上げます。 

       今回、提案させていただいておりますのは、去る５月２６日に一般競争入札を

執行した（仮称）田原幼児園建設工事に係る工事請負契約を、議会の議決を得て

本契約を締結しようとするものです。 

工事施工者は議案書のとおり、姫路市神子岡前一丁目１番１５号、株式会社北

村工務店、代表取締役北村聡一郎氏で、落札金額は消費税を含めて３億１，９９

３万５，０００円です。 

       それでは今回建設する幼児園の工事概要について説明させていただきます。学

校教育課資料１ページをごらんください。 

       左側に施設概要、右側に入札結果をお示ししています。 

入札は一般競争入札により、参加業者数１７社で執行しました。入札は１回で

落札し、落札金額は税込み３億１，９９３万５，０００円。予定価格に対し７１．

１％となっております。 

       続いて、施設概要について説明させていただきます。学校教育課説明資料２ペ

ージをごらんください。 

       全体の配置図です。今回建設する（仮称）田原幼児園は、田原保育所と田原幼

稚園の各施設を統合し、ゼロ歳児から小学校就学前までの子どもたちを一体的に

保育するための施設です。 

構造は鉄筋コンクリート造平屋建て、外壁はコンクリート打ち放しモルタル補

修下地の上に吹き付け仕上げ、屋根はガルバリウム鋼板葺き、建築面積１７１０．

０９平方メートル、延床面積１７００．８９平方メートルとなっています。建物

は園庭を囲むＬ型とし、給食車出入口を敷地北側、駐車場は南側の園舎敷地外に

配置し、自動車と園児の動線が交錯しないよう配慮し、送迎バスや保護者による

子どもの送迎等車両の進入は緊急時を除いて駐車場までとし、子どもと自動車等

の動線の分離に考慮いたしております。 
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       次に、資料３ページをごらんください。 

       施設全体の平面図です。図面の右側が既設の幼稚園、左側が今回建設する保育

所部分となります。 

新設部分にゼロ歳児の就寝室と活動室、１歳児の保育室１室、２歳児、３歳児

の保育室を各２室、４歳児の保育室を３室配置し、職員室、男女の便所、車いす

用便所、調理室等の管理部門を設けます。日々ふえる遊び道具や備品への対応と

して物入れを各保育室に１カ所設け、屋外倉庫、調理室用の倉庫、屋内倉庫等の

収納スペースを設けています。便所は１歳児室に１カ所、２歳児室、３歳児室と

４歳児室には各部屋の間にそれぞれ１カ所設け、子どもが１カ所の便所に集中せ

ずに利用できるよう配慮しています。 

既設部分の改修として、職員室を子育て学習センターに、昇降口を倉庫及び体

育倉庫に改修します。 

施設全体に関連する部分として、空調設備や熱源を冷暖房ともに氷蓄熱ヒート

ポンプチラー方式とし、既設部分を含めてすべての保育室と職員室及び遊戯室に

配置します。あわせて、ゼロ歳児から２歳児までの部屋には床暖房を設置します。

電気設備では既設部分の石油ファンヒーター、ガスコンロ等を撤去し、すべての

器具を電化し、施設全体をオール電化対応とします。防災面では新設部分及び既

設部分の屋内に屋内消火栓を設置し、万が一の火災時等に対応できるよう、設備

を設置しています。その他、地球温暖化防止と環境面にも配慮して、新設部分の

屋根に５キロワットの太陽電池システムを設置し、太陽光発電システムを導入し

ています。 

       次に、資料４ページをごらんください。 

       新設部分の立面図です。南側立面図が駐車場側、北側立面図が雲津川側から見

た外観となっています。建物全体のデザインは既設幼稚園と新設部分が一体とな

るように考え、既設部分も外壁の塗装改修工事を行い、建物全体の調和を考えて

います。 

       以上、議案第４７号、工事請負契約についての提案説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議 長 次、議案第４８号、工事請負契約について、議案第４９号、工事請負契約につ

いて、及び議案第５０号、工事請負契約について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに各案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 議案第４８号、議案第４９号及び議案第５０号について、続けてご説明申し上

げます。 

       これらの工事は、平成２３年５月２６日に一般競争入札に付したもので、契約

を締結するため、規定により議会の議決をお願いするものです。 

       下水道課資料１０ページに、工事工区として西光寺地区下水道面整備工事第１

工区、第２工区及び八反田東地区下水道面整備工事第１工区の位置をお示しして

おります。 

       それでは、議案第４８号について、ご説明いたします。 

       下水道課資料８ページ左側に、入札の結果をお示ししております。 

工事名称は西光寺地区下水道面整備工事（第１工区）、落札金額は７，９５６

万４，８００円、落札業者は大林道路株式会社姫路営業所です。資料１１ページ

に第１工区の下水管路をお示ししていますのでごらんください。 

整備区域は東大貫中島線の北側で、播但道、中国道と上井郷に囲まれた範囲と
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なります。 

右下に工事概要を示しております。工事総延長は２，４１８メートル、このう

ち管布設工の開削工は、口径３００ミリが１７７メートル、口径２００ミリが１

３４メートル、口径１５０ミリが２，１０７メートルとなり、その他、マンホー

ル設置工１１１カ所、取付管及び公共ます設置工１４４カ所となっています。 

       続いて、議案第４９号について、ご説明申し上げます。 

       下水道課資料８ページ右側に入札の結果をお示ししています。 

工事名称は西光寺地区下水道面整備工事（第２工区）、落札金額は８，２２１

万５，０００円、落札業者は株式会社平野組です。資料１２ページに第２工区の

下水管路をお示ししていますので、ごらんください。 

整備区域は、東大貫中島線の上井郷から福崎東中学校の東付近までの範囲です。 

左下に工事概要を示しております。工事総延長は９５３メートル、このうち管

布設工の推進工は、口径３００ミリが１７１メートル、開削工、口径３００ミリ

が５７０メートル、口径２００ミリが１７２メートル、口径１５０ミリが４０メ

ートル、その他、マンホール設置工２５カ所、取付管及び公共ます設置工１４カ

所となっています。 

       続いて、議案第５０号について、ご説明いたします。 

       下水道課資料９ページ右側に入札の結果をお示ししています。 

工事名称は八反田東地区下水道面整備工事（第１工区）、落札金額は４，５９

９万円、落札業者は藤澤工業株式会社です。資料１３ページに下水管路をお示し

していますので、ごらんください。 

整備区域は東大貫中島線の北側で、中道線の両側の範囲となっております。中

道線沿線部につきましては、町道中島井ノ口線供用開始後の工事を予定しており

ます。 

左下に工事概要を示しております。工事総延長は１，３８８メートル、このう

ち管布設工は開削工、口径１５０ミリのみとなっております。その他、マンホー

ル設置工６２カ所、取付管及び公共ます設置工８２カ所となっています。 

       工期は３工区とも、入札結果の公表の最下段にありますとおり、平成２３年１

２月２２日までとしています。 

       以上で議案第４８号、議案第４９号及び議案第５０号の説明を終わらせていた

だきます。３議案ともよろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申

し上げます。 

議 長 次、発議第１号、農業委員の推薦についてを事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本発議に対する詳細なる説明を求めます。 

小林 博議員 農業委員会等に関する法律第１２条第２項の規定による、議会推薦の農業委員

の選出についてということでございます。 

       議員協議会を２回にわたって開催していただき、準備をしていただきました。

その確認に従っての提案でございますので、よろしくお願いいたします。 

       福崎町南田原の生田博善さん、福崎町八千種の難波光明さん、それから福崎町

馬田の植岡和彦さんの３名でございます。それぞれ経歴等もつけておりますので、

よろしくお願いいたします。 

地域のリーダーとして、あるいは農業にも熱心に取り組んでおられる方々と聞

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

       農業問題は食糧の自給とともに水源のかん養や文化の継承、災害防止など幅広

い立場から考えられなければならないということはよく言われておることでござ
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います。とりわけ今、食育の推進でありますとか、食の安全と地産地消、安全安

心のまちづくりが言われておる中で、選ばれた新しい農業委員さんがその役目を

果たしていただくことを期待いたしまして、提案させていただきます。よろしく

お願いいたします。 

議 長 以上で、本定例会１日目の日程はすべて終了いたしました。 

       本日はこれにて散会することといたします。ご苦労さまでした。 

 

散会 午後１時４６分 

 

議 長 なお、１時５５分から全員協議会を開催いたしますので、第１委員会室にご参

集ください。 


